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主 文

１ 原判決を取り消す。

２ 被控訴人は，控訴人Ａに対し１７６万４０００円，控訴人Ｂに対し７５万６

０００円，及びこれらに対する平成１９年１１月７日から各支払済まで年５分

の割合による金員を支払え。

３ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。

４ この判決主文第２項は，仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第１ 当事者の求めた裁判（以下，略称は，原則として原判決の表記に従う。）

１ 控訴人ら

主文同旨

２ 被控訴人

(1) 本件控訴をいずれも棄却する。

(2) 控訴費用は控訴人らの負担とする。

第２ 事案の概要

１ 係争物件・関係者等

(1) 愛知県（以下｢県｣という｡)は，名古屋市北東のなだらかな丘陵地に，都市

計画事業として桃花台ニュータウンの開発を計画し，実施したところ，その

うちＣ団地(原判決４頁４行目)１０２区画は，平成６年３月頃までに宅地造

成を行なった。

(2) 被控訴人は，地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）に基づき，

愛知県の過半数の出資により設立された公社であり，県からＣ団地を購入し，

建売，売建，宅地分譲の方式により販売していた。

(3) 被控訴人は，平成１６年１２月２２日控訴人Ａに対し，Ｃ団地内の１区画

である本件土地（原判決２頁）を，宅地分譲の方式で，代金２２２６万円で

販売し（本件売買契約。同頁。控訴人Ａの妻の同Ｂが共同買主かどうかは争
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いがある｡)，控訴人らは，その上に本件建物(同３頁)を建築した。同契約に

先立ち控訴人Ａが受領した本件パンフレット(同２頁)には「造成地のため地

盤調査後，地盤改良が必要となる場合があります｡」との本件記載(同３頁)が

ある。

２ 本件訴訟の経過

(1) 本件は，控訴人らが，共同して，被控訴人から本件土地を購入したが，本

件土地の地盤が軟弱で，建物建築に適さず(以下，それぞれ「本件地盤｣｢本件

瑕疵｣という｡)，地盤改良工事（本件工事。原判決３頁２５行目)が必要だっ

た旨主張して，本件地盤の軟弱性及びＣ団地内の他の区画の地盤改良工事の

実施状況に関する説明義務違反又は，瑕疵担保責任に基づき，被控訴人に対

し，湿式柱状改良工法で実施した本件工事費用合計２５２万円及び遅延損害

金を請求する事案である。

(2) これに対し，被控訴人は，①本件瑕疵の存在及び本件工事の必要性を否認

するほか，②仮に本件瑕疵があるとしても，被控訴人は本件パンフレットに

本件記載をしていた等と主張して説明義務違反を争うとともに，③控訴人ら

は，本件地盤について被控訴人に詳しく確認せず，独自の調査等もしていな

いから，本件瑕疵を知らなかった点につき過失がある旨主張して瑕疵担保責

任を争い，④更に控訴人Ｂが本件土地の買主である点も争った。

(3) 原審は，①控訴人Ａは，被控訴人の担当者から本件記載を読み上げて説明

され，本件土地が造成地であることを知っており，代金２２２６万円を高額

と考えていなかったことが窺われるから，本件土地の購入の適否を判断する

のに必要な情報は提供されていた旨認定して，被控訴人の説明義務違反を否

定し，②本件地盤は強度が不十分といえなくはないが，控訴人Ａは軟弱地の

可能性が高いことを甘受して本件土地を購入しており，本件建物にはペント

ハウスやエレベーターがあり基礎をより強固にする必要性が窺われるうえ，

より高度なＤＩＰ工法ではなく湿式柱状改良工法による地盤改良でも不具合
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は生じていないから，本件土地の地盤強度は，控訴人Ａの想定範囲内にあっ

た旨認定して，被控訴人の瑕疵担保責任を否定し，③また，控訴人Ｂは本件

土地の買主と認められないと判断して，控訴人らの請求を棄却した。

これに対し，控訴人らが控訴をした。

３ 前提事実（前記１を含む｡）及び主たる争点（当事者の主張を含む｡）

標記の点は，原判決３頁１２から１３行目の｢スウェーデン式サンディング試

験｣を｢スウェーデン式サウンディング試験｣と改め（前提事実の補正)，下記４，

５のとおり当審における当事者の主張（原審の主張の敷衍を含む｡)を付加する

ほかは，原判決「事実及び理由｣欄の「第２ 事案の概要等｣の２，３のとおりで

あるから，これを引用する。

４ 当審における控訴人らの主張

(1) 本件瑕疵の存在及び内容

ア 本件地盤は，本件建物建築前のＳＳ試験（スウェーデン式サウンディン

グ試験。原判決３頁)によって，換算Ｎ値が３以下の層や，試験ロッドが無

回転で自沈する層を有することが確認されており，そのままでは，本件建

物の荷重によって地盤沈下が起きるおそれがあった。

イ また，本件地盤の強度は，すべての部分で一定ではなく，本件建物の荷

重も均等には伝わらないから，本件土地各部で沈下の程度が異なる不同沈

下が発生して，本件建物が傾き，歪みや損傷を生じる可能性が高かった。

ウ 以上のとおり，本件土地は，地盤改良なしでは宅地としての機能を果た

さない土地であって，隠れた瑕疵があることは明らかであり，被控訴人は，

この点に関する説明義務違反及び瑕疵担保の責任を負う。

(2) 原判決の認定の不当性

ア 被控訴人の説明義務違反（Ｄの説明）について

Ｄは証人となるのを拒否したため，その陳述書(乙２)は，反対尋問に曝

されておらず，Ｄが本件記載を一行ずつ読み上げてＡに説明したとの上記
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陳述書の記載部分は信用できないし，反対に，本件記載を説明されていな

い旨のＡの供述は信用できる。これらと反対の原判決の認定は不合理であ

る。

また，仮にＤが本件売買契約に際し，Ａに対し本件記載を読み上げたと

しても，本件記載程度の説明で，一般人に地盤調査を行なわせることは不

合理であり，被控訴人が説明義務違反の責任を免れるものではない。

イ 被控訴人の瑕疵担保責任について

Ａは，建築について一般的な知識しかなく，造成前の本件土地の状況も

知らなかった。また，仮にＤが本件記載を読み上げたとしても，本件地盤

の強度について具体的説明はなかったから，Ａが本件土地は軟弱な可能性

が高いと認識し，その可能性を甘受して同土地を購入した旨の原判決の認

定は，経験則に反する。

本件建物は，一般的な２階建居宅であり，Ａは，本件土地の地盤強度に

問題があるとは思っていなかった。反対に，地盤改良の必要性がＡの想定

範囲内にあると認めた原判決の認定は不当である。

５ 当審における被控訴人の主張

(1) 本件瑕疵の不存在

本件瑕疵に関する控訴人ら提出の陳述書(甲１７)は，地盤調査を担当した

Ｅ社ではなく，建築を請け負ったＦ社の社員が作成した文書であるうえ，同

ホームの判定基準は，本件工事の必要性をなんら説明するものではない。

(2) 本件記載の存在及び控訴人Ａの認識

ア Ｃ団地は，発売以来，本件土地を除く３６区画で地盤改良工事（うち３

３区画は表層改良工事）が行なわれていたため，被控訴人においては，買

主の責任において買受後に地盤調査を行ない，その結果次第では地盤改良

を要する場合があることを買受希望者に告知し，この点を了解のうえ土地

を購入してもらう趣旨で，本件パンフレットに本件記載をした。
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イ 本件売買契約で，Ａが本件記載を一切見ないで本件土地を購入したなど

ということは一般常識では考えられない。そして，一般に宅地の価値は地

盤の強度だけでは決まらないから，多少の地盤改良費用を要しても，近隣

の居住環境や他の利便性等も多面的に検討して，それ相応の価格であれば

購入するのはあり得ることであり，本件記載に対するＡの反応も上記のと

おりだったと考えるのが極めて常識的である。

ウ そもそも本件工事費用２５２万円は，控訴人らが本件建物所有のために

支出した金額７４７８万円（本件土地代金２２２６万円，本件工事費用２

５２万円，本件建物建築費５０００万円）の約３.４パーセントにすぎず，

本件売買契約の経緯から考えて，本件記載があるにもかかわらず，Ａが｢本

件地盤に問題があるなどとはまったく考えていなかった」などということ

は信用できない。

第３ 当裁判所の判断

当裁判所は，原審と異なり，控訴人らの請求はいずれも理由があると判断する。

その理由は，以下のとおりである。

１ 本件売買契約の買主

(1) 甲１，２，１５，１６によれば，①本件売買契約については，まず被控訴

人とＡが，平成１６年１１月１５日付で，Ａを買主とする宅地譲渡契約書(甲

２)を作成したこと，②次いで，同年１２月６日，控訴人らは，被控訴人に対

し，本件土地につきＡ１００分の７０，Ｂ１００分の３０の割合の共有取得

を認めるよう求める共有願(甲１５)を提出し，被控訴人もこれを了承して，

③同月２１日，控訴人らと被控訴人は，控訴人らを共同引受人とする本件土

地の分譲宅地引渡証(甲１６)を作成して，その引渡完了を確認したこと，④

被控訴人は，控訴人らのために上記②の持分割合による所有権移転及び抵当

権設定の各登記手続を，同月２２日付で了したこと，以上の事実が認められ

る。



- 6 -

(2) 上記(1)の事実によれば，本件売買契約は，最終的に控訴人らを共同買主

とする内容で締結されており，控訴人らは，同②の持分割合で本件土地を共

有していると認められる。

これに対し，被控訴人は，Ｂが買主であることを争っているが，以上の認

定を左右するだけの証拠はなく，被控訴人の主張は採用できない。

２ 本件瑕疵の有無等

(1) 本件地盤の強度等

ア 甲６，７，１７，２０によれば，以下の事実が認められる。

(ア) 本件土地については，平成１８年５月にＧ社(下記(ウ))が，また同

年１０月にＥ社(下記(イ))が，いずれもＳＳ試験の方式で貫入試験を実

施して，地盤の長期地耐力等を調査した。その結果は，標準地盤面から

の深さ(以下「深度｣という｡)と，地盤の土質，換算Ｎ値によって表示さ

れている。なお，標準貫入試験(ＪＩＳ規格１２１９)によりサンプラー

が土中に３０センチメートル貫入するのに必要な打撃回数で地盤の強度

を表した値をＮ値というところ，ＳＳ試験の測定値を，このＮ値に換算

した値を換算Ｎ値という。換算Ｎ値を以下，単に「Ｎ値｣という。

(イ) 平成１８年１０月の調査では，本件土地内の６か所の測点を測定し，

①測点№１は，深度１.２５メートルまでＮ値が２.０から３.８の粘性土

(うち表面のみ砂質土)，以下深度１.４６メートルまでＮ値４１.１の粘

性土で，その下は貫入不能な安定的な地盤であったが，②測点№２は，

深度１０.００メートルまで平均的なＮ値が２.０から７.１の砂質土(う

ち深度８.７５メートル以下は粘性土)で，深度４.２５から４.７５メー

トルにかけてＮ値１０.０から１１.４の箇所があるものの，それ以下に

は，荷重をかけないでも試験ロッドが自重で沈下する（以下「自沈｣とい

う｡）箇所が存在し，特に深度８.７５から９.２５メートルの所には試験

ロッドが無回転で沈下してしまう（以下「無回転｣という｡)，支持力ゼロ



- 7 -

の箇所が垂直方向に広がっており，③測点№３ないし№６は，おおむね

深度６.００ないし９.００メートルまでは，平均的なＮ値が２.０から５.

２の砂質土で，それ以下は安定的な粘性土となっているものの，上記砂

質土の部分には，いずれもＮ値が２.０程度で無回転の支持力ゼロの箇所

が，厚さ２メートル前後（測点№４から№６)ないし，それ以上(測点№

３）にわたって垂直方向に広がっている。

(ウ) 平成１８年５月の調査では，本件土地内の６か所の測点（上記(イ)

の測点とは異なる｡)を測定し，①測点Ａは，深度４.５０メートルまで平

均的なＮ値が５.２から１０.０以上の砂質土であったが，そのうち深度

１.２５から１.５０メートルには，試験ロッドがスルスルと貫入してし

まうＮ値２.０の箇所があり，②測点Ｂ，Ｃは，深度１.００ないし１.２

５メートルまで，試験ロッドがスルスルと貫入してしまうＮ値２.０ない

しそれ以下の砂質土が垂直方向に広がっており，③測点Ｄ，Ｅ，Ｆは，

おおむね深度９.００ないし１０.００メートルまでは，平均的なＮ値が

２.０から１０.０の砂質土であるが，その中には，試験ロッドが｢ユック

リ｣(一部はスルスル)と貫入してしまうＮ値が２.０程度の箇所(測点Ｄ,

Ｆ)ないし，試験ロッドがスルスル(一部は「ユックリ｣)と貫入してしま

うＮ値が１.０から２.０程度の箇所（測点Ｅ)の箇所が，厚さ数十センチ

メートルから１メートル以上にわたって垂直方向に広がっていた。

イ 上記ア(イ)の測定結果に，甲２０の内容を加えると，本件地盤には，特

に砂質土の部分に，自沈ないし無回転といった支持力ゼロの箇所が，垂直

方向にも水平方向にも相当程度の厚さと広さで広がっていることが推認さ

れ，地盤改良工事を実施しないままこれらの箇所に建物の荷重がかかると，

地盤沈下が発生する可能性が高いと認められる。また，上記測定結果及び

甲２０によれば，粘性土が主体の部分（例えば上記ア(イ)①）は，砂質土

が主体の部分よりも地盤に強度があり，他の部分よりも沈下しにくいと認
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められる。したがって，建物の荷重によって，本件土地各部の沈下量が異

なり，不均等に沈下する不同沈下の現象が発生し，建物が傾斜したり，各

部が歪んで損傷する可能性が高く，これを避けるためには，地盤改良工事

を実施することが必要であったことが認められる。前記のとおり，本件土

地は，もともと丘陵地だったところを造成した宅地であり，埋立造成した

砂質土が主体の部分と，もともと地山の粘性土が主体の部分とで，上記の

ような強度の違いを生じているのではないかと推認される。

そして，上記ア(ウ)の測定結果からも，本件地盤の強度や地盤沈下の可

能性については，おおむね同様に評価することができる。

(2) 本件建物の構造・規模及び本件工事

ア 甲５，１４によれば，以下の事実が認められる。

本件建物は，車庫部分を含めて縦横約１８×１１メートル(水平面に投影

した大きさ。この項で以下同じ)の２階建居宅で，木造枠組工法(いわゆる

ツーバイフォー工法。基礎は鉄筋コンクリート造ベタ基礎)で建築されてい

る。屋上への出入り部分には縦横約３.５×２.６メートルの部屋が設けら

れ，いわゆるペントハウスとなっている。また，本件建物は，バリアフリ

ー仕様になっており，１階から屋上まで通じるエレベーターが設置されて

いるが，いわゆるカゴ（人が乗る部分）の大きさは縦横約１メートル×数

十センチメートル程度である（甲５の図面上から推測)。

イ 甲６ないし８，１０，１３，１７，控訴人Ａ本人尋問の結果によれば，

以下の事実が認められる。

控訴人らは，上記(1)アの各調査の結果，本件地盤が軟弱であり，そのま

までは建物が建たない，地盤を補強しないと荷重で建物が傾くおそれがあ

ると聞かされ（最終的な結果を聞かされたのは，Ｆ社と建築請負契約を締

結した後。Ａ本人調書２７頁)，やむなく複数ある地盤改良の工法のうち，

より費用の廉価な湿式柱状改良工法で地盤改良を実施することにし，その
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費用２５２万円を同ホームに支払った（これに対し，ＤＩＰ工法による費

用の見積は約５００万円であった｡)。

(3) 本件土地の瑕疵の有無

ア 以上のとおり，本件地盤には，支持力ゼロの部分を含む強度の軟弱な箇

所が，垂直方向にも水平方向にも相当程度の厚さと広さで広がっており，

そのまま本件土地上に建物を建築した場合には，不同沈下等が発生する可

能性が高く，現に本件では，特に大規模大重量ではない通常の範囲内の建

物(木造枠組工法による２階建居宅）を建築するに当たり，湿式柱状改良工

法で地盤改良を行なう必要があったと認められる。

イ そして，本件工事費用２５２万円は，被控訴人に支払った本件土地代金

の２２２６万円の約１１パーセントに相当しており，絶対額でみても，売

買代金との相対割合でみても，これを僅少ということはできない。

ウ また，本件土地代金は２２２６万円であり，本件土地１平方メートル当

たり約８万３０００円，坪当たり約２７万５０００円に達しているところ，

乙３，証人Ｈの証言によれば，上記代金額は，土地の造成費用その他の積

算原価に，平成１４年以降の地価の値下がり等の要因を勘案する方式によ

って決定されており，地盤が軟弱である可能性等を勘案して，一定の減額

がなされたような形跡は窺うことができない。

エ したがって，本件土地は，地盤改良を要するという瑕疵があったという

べきである。

(4) 隠れた瑕疵か否か

ア 前記(3)のとおり，本件土地は地盤改良を要するという瑕疵があったが，

そのことは，本件売買契約後に，買主の控訴人らが建築を依頼したＦ社の

地盤調査により最終的に明らかになったのであり，本件売買契約時には，

売主の被控訴人にも明確とはなっていなかった。

イ そこで，次に，上記のような地盤改良の必要があるということを控訴人
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らが知らなかったことについて過失があるかを，隠れた瑕疵の有無との関

係で検討する。

(ア) 前記のとおり，控訴人らは，本件売買契約に先立ち本件パンフレッ

トを受領し，そこには，本件記載があった。もっとも，本件記載は，全

体で３０頁近くある本件パンフレットのごく一部である｢設計基準及び設

計に関する注意事項」の｢その他｣の欄に並列して書かれたいくつかの内

容のうちの１行にすぎず，目立たない体裁であって，注意を喚起して重

要性を知らせる記載とはなっていない。この点について，被控訴人は，

進んで，担当者ＤからＡに対し本件記載部分を読んで聞かせた旨を主張

し，その旨の陳述書(乙２)を提出する。

しかしながら，Ｄは，法廷に証人として出廷して尋問を受けることを

拒否しており(証人Ｈ調書６頁)，反対趣旨の甲１３，控訴人Ａ本人尋問

の結果も考慮すれば，上記陳述書(乙２)から，Ｄが本件記載を含む本件

パンフレットをＡに読み上げて説明したとの事実を認めることはできな

い。

したがって，Ａは，本件記載をＤから読んで聞かされたとはいえない

が，その記載に気づいてその意味を確認しなかった点については，注意

力に欠ける点があるといえなくもない。

(イ) しかし，翻ってみると，Ａが本件記載を読み聞かされたか，あるい

は本件記載に気づかなかったかどうかは必ずしも重要な事情ではない。

というのは，本件記載の内容があいまいだからである。すなわち，本件

記載は，「造成地のため地盤調査後，地盤改良が必要となる場合があり

ます｡」というだけの簡単な記載であって，ここには，Ｃ団地内で従前，

いわゆる建売，売建の方法で被控訴人が販売した区画のうち，地盤改良

工事が必要になったものが相当数に上る等の，地盤改良の必要性が高い

ことを窺わせる具体的記載はないし，また「買受後，買主において地盤
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調査をして下さい｡」等の買主に地盤調査を依頼し，あるいはこれを義務

づける旨や，地盤改良が必要となった場合の費用が買主負担となるから，

販売価格が低額になっている旨や瑕疵担保請求権の放棄を意味する旨の

記載もない。

結局，被控訴人は，本件記載をすることにより，後に地盤改良の必要

が生じるかもしれないこと，その場合には買主に地盤改良をしてもらう

しかないとの被控訴人側の考え方を目立たない態様で表明したが，地盤

改良が必要となった場合のその費用を本件土地の売買代金の中に織り込

んでいないので，本件記載は，その表明あるいは内心の希望どおりの効

果がもたらされるとの保証のないあいまいなものであったといわざるを

得ない。

(ウ) また，被控訴人は，住宅を必要とする勤労者に対し，住宅の積立分

譲等の方法により居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を

供給し，もって住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目

的として，地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）に基づき

設立された公社であって，地方公共団体である愛知県から過半数の出資

を受けており，民間から篤い信用を獲得していたと認められる。

(エ) 以上によれば，控訴人らが本件売買契約時に本件パンフレットの本

件記載に十分留意しなかった面はあるものの，その記載自体，本件土地

に地盤改良工事を要するような瑕疵があることを明示するものではなく，

売主の被控訴人すら，地盤改良工事を要するかもしれない程度のあいま

いな認識しか有していなかったことを踏まえると，控訴人らが，本件土

地に地盤改良を要するような瑕疵があることを知らなかったことに過失

があるということはできず，上記の瑕疵は隠れたものであったと認めら

れる。

(5) 瑕疵担保責任の有無・内容
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そうすると，本件土地には，その性状に隠れた瑕疵があるというのが相当

であり，被控訴人には，瑕疵担保責任に基づく損害賠償として，Ａに対し１

７６万４０００円，Ｂに対し７５万６０００円（それぞれ本件工事費用２５

２万円を上記１(1)②の持分割合で按分した金額)，及びこれらに対する訴状

送達の日の翌日である平成１９年１１月７日から各支払済まで民法所定年５

分の割合による遅延損害金の支払義務があるというのが相当である。

(6) 被控訴人の主張等に関する判断

ア(ア) 被控訴人は，本件地盤の強度不足や本件工事の必要性は立証されて

いないし，本件工事で用いられた湿式柱状改良工法は一般に用いられる

基礎の構造方法であるから（建築基準法施行令３８条３項，建設省告示

１３４７号第１)，その費用は，より優良な品質の住宅を所有するために

控訴人らが支出した費用にすぎない旨主張し，乙５，６には，上記(1)ア

の地盤調査で用いられたＳＳ試験の信頼性に疑いがある旨の部分がある。

(イ) しかしながら，ＳＳ試験は，ＪＩＳ規格(ＪＩＳ Ａ１２２１-１９９

５)で認められた一般的な地盤調査の方法であり，上記(1)アの地盤調査

を担当したＧ社及びＥ社は，その実施に習熟していると認められる。そ

して，上記各社が独立して実施した地盤調査の結果，本件建物を建築し

た場合には，不同沈下等が発生する可能性が高いことが確認されたので

あるから，本件土地が客観的に地盤が軟弱と評価される土地に該当する

ことは明らかである。

(ウ) また，本件建物は，木造枠組工法による通常の２階建居宅であり，

屋上等に設置されたペントハウスやエレベーターも比較的小規模なもの

であって(上記(2)ア)，これにより建物荷重が大幅に増加した等の事情は

認められない。更に，本件工事の費用２５２万円は，絶対的にも相対的

にも僅少とはいえないから(上記(3)イ)，本件地盤の強度に問題がないと

いうことはできない。
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イ(ア) Ｃ団地では，従前，いわゆる建売，売建の方法で販売した区画の相

当部分で地盤改良工事が行なわれたため，被控訴人は，宅地分譲の場合，

買受後，買主の責任において地盤調査を行ない，その結果次第では地盤

改良を要する場合があることを買受希望者に告知し，Ａもそのこと等を

理解して本件売買契約を締結したのであるから，本件土地が軟弱であっ

ても，本件売買契約上，瑕疵があるとはいえない旨を，被控訴人は主張

する。

(イ) しかしながら，前記のとおり，本件記載から，本件売買契約におい

て，本件土地の購入の適否を判断するのに必要な情報が提供されている

とか，Ａが，本件土地が軟弱である可能性が高いことを十分認識したう

えで，その可能性を甘受して本件土地を購入したと認めることはできな

い。

なお，控訴人らは，本件土地が造成地であることを知っていたと認め

られるが，本件土地の従前の状況や地盤改良を要するものであることま

でを知っていたと認めるだけの証拠はない。

更に，控訴人らが本件土地代金２２２６万円を高額と考えていたか否

かは，そもそも本件土地の軟弱性を是認していたか否かには当然に結び

つく事柄ではない。

したがって，被控訴人の上記(ア)の主張等はいずれも採用することが

できない。

３ まとめ

そうすると，控訴人らの請求は，説明義務違反の成否を論ずるまでもなく，

理由がある。

第４ 結論

以上の次第で，控訴人らの請求はいずれも理由があり，これらを棄却した原判

決は相当ではなく，本件控訴は理由があるから，原判決を取り消した上，控訴人
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らの請求を認容することとし，主文のとおり判決する。

名古屋高等裁判所民事第１部

裁判長裁判官 岡 光 民 雄

裁判官 夏 目 明 徳

裁判官 光 吉 恵 子


